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明

治

の

米

慣

調

節

(三
)

本

庄

榮

治

耶

圏
、
明
治
一二
年
乃
「至
⊥
ハ
年

の
引
上
策

米
償
は
新
春
來
再
び
騰
貴
し
な
る
が
、
烱
眼
な
る
外
商
等
は
引
続
き
南
京
米
を
輸
入
し
、
其
額
頗
る
多
額

に
上

り
し
た
め
(
二
百
二
十
五
萬
石
鯨
.)
、
三
年
三
月
の
十
圓
八
十
銭
を
最
高
ご
し
て
次
第

に
下
落
レ
、
夏
秋
の
候
、
順

氣
よ
く
諸
国

一
般

に
豊
作
の
聾
あ
b
て
名
園
墓

に
下
り
、
型
四
年
に
入
り
て
は
屡
藩
置
縣

と
共

に
醤
諸
藩
ま
り
政

府
に
収
め
た
る
米
、
百
+
醗
萬
石
あ
り
、
.前
年
の
豊
作
尻
、
外
米
輸
入
に
加
ふ
る
に
、
本
年
の
順
氣
は
必
ず
し
も

⊥
順
氣
に
は
あ
ら
ざ
.り
し
も
、
所
謂
悪
性
日
和
は
更
に
な
く
、
至
極
無
難
な
り
し
を
以
て
、
全
国
雫
均
し
.て
豊
作

に
近
く
、
外
米
輸
入
も
本
年
十
七
萬
石
あ
り
、
米
償
は
更
に
下
落
し
、
五
年
に
は
三
園
塁

ご
な
り
、
⊥
ハ
年
街
三
園

⊥
ハ
十
銭

(彫
)
の
安
値
を
示
し
、
七
月
に
は
地
租
金
納
「の
こ
ε
定
ま
り
、
更
に
米
償
低
落

の
勢
を
助
長
せ
ん
ど
し
な

る
も
、
他
方

に
は
降
雹
洪
水
旱
魃
等
各
地
に
若
干
の
天
災
あ
り
、
新
令
を
喜
ば
ざ
る
徒

の
各
庭

に
擾
臥
を
な
す
あ

り
、
政
府
も
亦
調
節
策
に
努
め
、
且
新
公
債
の
獲
行
、
國
立
銀
行
馨

の
涜
聖

纈

鰍
)
笠

磐

物
儂
に
劃
す

る
政
策
も

行
は
れ

し
た

め
、
米

償
は
其

後
漸

次
回
復

し
て
十
月

、
⊥
ハ
圓
十
鑓

を
最

高

ε
し

て
七
年

に
及

べ
り
。
今

三
年

乃
至
⊥
ハ
年
.の
間

に
行

は
れ
な

る
調
節
策

の
主

な

る
も

の
を
學

く
れ

は
衣

の
如

し
。

論

説

明
治
の
米
領
調
節
(一一;

,

第
九
巻

〔第
五
號

六
九
)

大
入
三

15)米 相場 考、3k界 資料、米債攣動典
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.
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り

論

臨

明
治
の
米
側
調
衛
ハ三
)

.

第
九
巻

(第
五
脇

毛
〇
)

六
八
四

一
、
酒
造
制
限
解
.除
。
前
述
.の
如
く
明
治

一
二
年
に
は
酒
造
制
限
の
こ
&
行
は
れ
な
る
も
、
今
や
豊
伶
求
償
下

落
の
ε
き
匿
際
し
て
は
之
れ
が
制
限
を
維
持
す
る
の
必
要
を
見
ざ
る
に
至
り
、
一二
年
九
月
二
十
七
日
免
許
高
皆
造
.

を
許
す
ご
ξ
ε
な
れ
り
。
爾
後
酒
造
管
業
免
許
に
劃
す
る
制
限
及
び
酒
税
の
饗
灌
一は
履
行
は
れ
た
る
所
祉
ザ

ご
雌
、

の

一
般
に
醸
造
額
を
制
限
す

る
こ
ε
は
行
は
れ
ざ
惹
に
至
り
し
も
の
の
如
し
。

二
、
空
米
切
手
の
禁
止
。
既

に
文
化
六
七
年

の
交

、
米
償

の
大
に
下
落

せ
る
際

Z
れ
が
調
節
策

と
し
て
町
人
に

…封
ず
る
買
米
倉
を
騒
し
、
そ
の
額
⊥
ハ
十
萬
石
に
.及
ひ
し
が
、
そ
の
買
持
米
は
米
切
手
に
よ
る
も

の
多
く
、
殊

に
そ

.

の
中
に
は
室
米
切
手
を
買
持
て
る
も

の
少
か
ら
ず
し
て
、
實
際
は
三
四
十
萬
石
の
貢
米
に
過
ぎ
参
、
在
米
は
豫
想

以
上
に
多
額
`
な
り
、
未
だ
相
場

を
左
右
す
πる
に
足

ら
さ
り
し
矯
め
、
遂

に
正
米
園
、
代
銀
納

の
制
度
に
攣
冒更
し

,

隔

た
る
こ
ご
あ
り
。
こ
の
虫
食
に
徴
す
る
も
室
米
切
手

の
蛮
行
は
實
左
顧
以
上
に
米
穀

の
供
給
を
假
装
的
に
屠
掬
す

.

る
結
果
、
米
償
に
射
し
て
悪
影
響

を
輿

ふ
る
こ
♂
は
、
明
か
な
り
ご
す
。
乃
ち
明
治
四
年
四
月
四
日
室
米
切
手
を

禁
ず
る
に
至
れ
り
。
常
時
諸
藩

へ
の
達

に
曰
く

『
従
来
諸
藩
に
於
て
歳
入
の
米
穀
賞
却
の
節
、
戯
於
切
手
ε
唱

へ

米
券
を
製
し
賞
買
候
向
も
有
之
趣

.
然

る
虚
愈
計
窮
迫
の
飴
り

一
時
の
取
計
を
以
て
蓄
積

の
米
穀
高
に
適
費
せ
歩

室
米
切
手
を
製
し
、
終
に
融
通
否
塞

の
基

こ
も
相
成
候
儀
不
少
哉

に
相
聞
以
て
の
外

の
事
に
候
、
向
後
右
等

の
所

爲
決
て
不
相
成
候
條
屹
度
可
相
.心
得
候
事
」
云
々
ε
。

三
、
輸
出
　。
敬
府
は
概

に
外
米

の
蔵

入
を
企
て
乗

る
も
、
未
だ
鍮
出

の
禁
を
解
く
に
至
ら
.さ

「り
し
が
、
明
治
西

頂5全払農本ロ
頁
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光
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革
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、
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隔

年
贋
藩
置
縣
と
共
に
誓
諸
藩
よ
り
政
府
に
牧
め
た
る
米
百
十
飲
葛
石
あ
り
、
特
恰
も
國
匹

に
於
て
は
米
償
の
下
落

に
苦

め
る
と
き
な
り
し
を
以
て
、
政
府
は
之
れ
が
威
置
に
苦
み
、
木
賃

の
権
衡
ご
、
且
窮
乏
せ
る
政
府

の
財
政
を

補
ふ
た
め
、

終
に
之
れ
が

海
外
輸
出
を
は
か
ら
ん
巳
し
、

先
づ
五
年

一
月
大
賊
省

の
米
康
に
限
り

鹸
穀
あ
る
一し

9

き
は
之
を

内
外
人
民
に
費
異
し
、

海
外
に
輪
出
す
る
こ
ご
を
許
す
の
條
例
を
設
け
ヤ

在
横
濱
外
商
某
に

託
し
て

(味
畝
諺

離

)
五
年

万

よ
り
六
年
五
月
に
至
・
問
に
之
が
雷

を
試
嚢

り
。
.蕃

の
示
す
虚
に
よ
れ
は
そ
の

輸
出
額
は
百
十
九
萬
七
千
八
百
四
十

二
五
九
斗
八
升
融
に
し
て
,
輸

出
先
は
香
港
、
厦
門
、
上
海
」
汕
頭
、
輻
建
、

螂

シ
ド

ニ
ー
、

メ
ル
ボ

ル
ン
、
倫

敦

、
桑
港

等
に
及

ひ
、
我

国
輸
出
米

の
嚆
矢

拠

る
も

の
な
り
、
黙
れ

と
も

こ
の
鹸
…

.
出

は

一
時
灌
宜

の
策

こ
し
て
行
は
れ
捻

る
所

に
し

て
未

九

一
般

に
輸

出

の
.禁

を
解
除

せ
し
も

の
に
は
非

す
、・
そ

の

こ
れ
あ

る
は
蓋
山
ハ
年

の
こ
ご
ご
す
。
同
年

八
月

一
口

よ
り
先

つ
米
嬰

の
無
視
輸
出

を
許

し
、
十

】
月

に
は
氷

嚢
粉

謝

を
も
無
税
輸
出
を
許
可
せ
り
。
黙
れ

こ
も

米
僧
騰
貴

の
際
之
れ
か
輸
出
を
停
む

へ
き

場
合
あ
る
へ
き

こ
ε
を
慮

り
、
必
要
に
癒
し
ニ
グ
月
以
前

の
豫
告
を
以
て
、
輸
出
の
禁
止
を
令
す
る
こ
ご
あ

る
へ
.き
を
附
言
せ
り
。
撚
れ
ε

も
こ
の
輸
出
制
限
撤
去

の
穴
め
に
、
直
ち
に
米
債
に
如
何
な
る
影
響
を
及
ぼ
せ
し
や
は
禾
穴
明
か
に
知

る
を
得
さ

測

る

也

。

(註
〉

右

の
輸
出
な
な
す
に
際

し
、
契
約
の
不
足
額

ド
充
富

ぜ
ん
か
爲

め
、
東
京
に
於
て
、
由
牢
乎
八
井

に
米
商
魅

に
令
し
、
三
萬
四

千
石
な
買
取

諭

し
て
之
為
輸
幽
し
た
り
。
即

ち
こ
の
貢
米
は
輸
画

に
附
帯

ぜ
る
も
の
に
し
て
米
便
圃
筋
策

定
し
て

、

「.個
蜀
立

の
貢
米
政
策
の
春
冠
し
も
の
に
に

論

説

朋
漕
の
来
撰
醐
節
三

》
.

第
九
岱

(第
五
號

モ

一
)

大
入
五

20)

21》

22)

23}
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論

説

あ
ら
す
。

明
治
の
米
便
調
節
(
三
)

第
九
巻

(
第
五
號

七

二
)

六
八
六

'

五
、
明
治
七
年

の
引
下
策

六
年
後
孚
期
よ
b
米
償
は
漸
孜
回
復
し
な
る
が
、
七
年
に
入
り
て
は
こ
月
佐
賀
に
江
藤
新
卒

の
跳
あ
り
、
四
月

に
は
毫
避
征
討
の
墨
あ
り
、
且
、
秩
脈
公
債
の
獲
行
あ
り
、
去
年
來
高
値
に
よ
る
農
家

の
賞
惜
導
種

々
の
關
係
よ

ち
、
米
績
次
第

に
騰
貴
し
、
九
月
に
は
八
圓
二
十
銭

に
及
び
し
が
、
政
府
は
こ
の
間
に
在
り
て
米
領
引
下
の
な
め

に

一
二
の
方
策
を
廻
ら
ず
所
あ
り
た
り
。

層
.

瑚

一
、
輸
出
禁
止

、
前
年
米
萎

の
輸
幽
を
公
許
し
な
る
が
、
本
年

は
五
月
以
降
之
れ
を
禁
止

せ
り
。

9

二
、
米
穀
買
上
貯
藏
。
後
に
述
ふ
.る
如
く
米
穀
貯
賊
の
議
は
既
に
早
く
明
治
五
年
に
も
存
す
る
所
な
る
が
、
今

や
佐
賀
垂
溌

の
役
あ
り
、
米
償
騰
貴

し
、・
而
も
官
康
に
は
貯
穀
乏
し
く
.
民
心
騒
然
な
る
も
の
あ
り
し
ょ
り
、
政

府
は
萬

一
の
攣
を
慮

り
、
密
に
命
を
各
縣
に
下
し
、
静
岡
、
三
重
、
岐
阜
、
飾
磨
、
白
肌
、
福
岡
,
新
潟
、
水
澤

岩
手
、
新
川
、
相
川
う
和
歌
山
の
十
二
縣
に
於
て
、
季
均

一
五
七
圓
を
以
て
六
萬
千
七
百
四
十
九
石
鯨

の
米

を
極

め
て
秘
密
裡

に
買
牧
し
、
姑
く
之
を
各
地
に
積
蓄
貯
賊
し
π
り
。
差
未
だ
貯
蓄
米
制
度
存
立
せ
ず
、
公
然
條
例
を

鋤

獲
し
て
買
心根
に
着
手
す
る
と
き
は
、
却
て

一
層
米
償
の
暴
騰
を
生
せ
ん
こ
ε
を
慮
れ
た
る
に
依
る
。
(而

し
て
こ
の

買
収
木
は
八
年
に
至
り
静
岡
水
澤
は
そ
の
地

に
於
て
之
を
費
卸
し
、
其

の
他
各
縣

の
米
は
東
京
に
回
漕
し
て
市
中

へ
機
貰
七
、
其

一
沿†
は
九
年
の
鹸
…出
米
に
供
せ
ら
れ
な
り
ε
云
ふ
)

r

£5,

26)

・27)

来 慣 麩 動.史,101頁
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山ハ
、
明
治
八
年

の
引
上
策

米
債

は
昨
年
九
丹
よ
b

や
、
下
落
し
て
八
年
三
月
に
は
七
圓
四
十
鏡

に
下
り
、
四
丹

に
は
再
ひ
入
射
に
上
り
し

も
、
其
後
又
漸
落

の
勢
を
呈
し
、
本
年

の
秋
納
上
作

な
り
し
を
以
て
、
十
二
月
に
は
五
圓
七
十
銭
に
下
れ
り
o
政

鋤

府
は
此
間
に
於
て
下
落
防
止

の
手
段

津
こ

て
、
三
月
米
姿
輸
出

の
禁
を
解
き
し
が
、
更
に
十
月
以
降
政
府
は
自
ら

臨
時
米
の
買
牧
を
決
行
す

る
こ
ε

、
し
、
或
.は
三
井
組
に
令
し
て
買
牧
せ
し
め
し
が
、
十
二
月
に
至
り
て
米
の
輸

出
を
計
蔑
し
、・
昨
年
買
赦

せ
し
米
其
他
を
合
せ
て
二
十
萬
石
を
鹸
…出
す

る
こ
ご
.エ
し

〔九
年
七
月
に
至
り
両
三
f

高
石
を
増
加
す
)
先

つ
之
を
三
井
組
に
撹
渡
し
、
直
に
同
組
よ
り
横
濱
在
留
英
商

ワ
チ
ソ
ソ
に
、
海
外
嶮
岨
を
條

件
ど
し
て
軸
費
せ
し
め
セ
る
な
り
。
(米
穀
を
交
付
せ
.し
時
期

は
九
年

】
月
よ
り
十
年
九
月
に
亘
り
、
鹸
…出

の
時
期

は
九
年

一
月
よ
町
十

凶
年
五
月
に
及
び
輸
出
貴
顕
は
四
十
六
禽
鯨
石
な
り
し
ご
い
ふ
)
而
し
て
こ
の
輸
出
は
.一
方

内

地
氷
償
の
暴
落
防
止

の
意

を
有
し
な

る
は
勿
論

猛
る
も
他
方

に
於
て
は
、
成
る

へ
く
米
穀
そ
の
他

の
國
産
品
を

鋤

輸
出

し

て
我

国
輸
出

入

の
均
雫

を
期

す

へ
し

&
の
論

に
基

く
所

も
存

せ
し
も

の

、
如

し
。

(註
}本
年
の
作
柄
ば
、
五
畿
内
六
分
入
厘
、
東
海
道
七
分
五
厘
、
山
陰
道
六
分
六
厘
、
東
山
泄
六
分
八
厘
、
北
陸
道
六
分
三
厘
、
山
陽
竜
七
分
、
南

海
濫
七
分

一
厘

、
關

八
州
七
分

産

、
両
勿
五
分
九
厘
、
西
海
濫
七
分

　
厚

三
陸

・
.岩
代
・
磐
城
五
分
九
厘

・
平
均
六
分
七
厘

二
毛
に
し
て
歯

時

ば
雰

以
上

生

作

農

へ
　

F

細
・
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論

説

明
治

の
米
領
調
節

書
=

第
九
巻

(第
五
醗

七
四
)

大
八
八

、

以
上
述
ふ
る
肪
に
由
り
て
此
を
観
る
に
、
明
治
元
年
以
降
八
年
に
至
る
ま
て
の
所
謂
草
創
時
代
に
お
け
る
米
慣

調
節
策
は
外
米

の
鹸
…入
及

ひ
日
本
米

の
鹸
…出
に
就

て
、
幕
末
時
代
と
異
れ
る
政
策
を
現
出
し
π
る
も
の
な
る
が
、

.

そ
の
他

の
方

法
に
至
り
て
は
多
く
異
る
所
な
く
、
そ
の
敷
果
に
至
り
て
も
未
だ
明
か
な
ら
季
。
蓋
そ
の
個
々
の
方

法

が

一
定

の
方
針
に
基
か
申
、
組
織
的
制
度
を
立
て
申
し
て
断
片
的
に
施
行
せ
ら
れ
な
る
に
過
ぎ
す
。
未
だ
米
償

調
節

の
根
本
に
燭

る
、
に
足
ら
さ
り
し
を
以
て
也
。
撚
り
と
錐
、
こ
の
間
に
於

て
も
米
贋
調
節

の
必
要
を
認
め
た

る
は
勿
論
、
更
に

一
歩
を
進
め
て
之
れ
か
薦
め
に
は

一
の
具
艦
的
制
度
を
立
て

一
貫
せ
る
方
針
の
下
に
之
を
遽
行

ず
る
の
計
蓋
は
次
第

に
進
捗
し
来
り
、
遂
に
八
年
八
月
貯
蓄
米
糠
例

の
獲
布
を
見
る
に
至
れ
り
。
黙
れ

、ご
も
當
時

米
穀
購
入
の
資
金
に
乏
し
か
り
し
爲
め
、
直
に
こ
の
條
例

を
實
施
す
る
を
得
す
、
他
日
時
機
を
俟
ち
て
施
行
す
る

の
外
な
き
に
至
れ
り
。
而
し
て
之
れ
か
貴
行
は
九
年
以
後

に
翳
し
、
こ
れ
よ
り
以
後
は
所
謂
第
二
期
に
厨
す

へ
き

も

の
な
る
か
故
に
、
余
は
更
に
章
帝
改
め
て
そ
の
顛
末
を
明
か
に
せ
ん
こ
す
。

第

三

章
.

貯
蓄
米
制

夏
時
代

所
謂
貯
蓄
米
制
度
時
代

ξ
は
八
年
八
月
貯
蓄
兼
修
例
獲
術
後
十

一
年
七
月
常
季
局

の
開
設
に
至

る
ま
て
を
云
ふ

も

の
に
し
て
、
こ
の
時
期

に
於
て
は
圭
ご
し
て
貯
穀

の
方
法
に
よ
り
て
不
慮
の
凶
漱

に
備

へ
、
以
て
米
償
調
節

の

目
的
を
達
せ
ん
ε
せ
し
時
代
に
し
て
、
前
期

の
如
き
臨
機
的
断
片
的
方
法
に
よ
ら
す
貯
蓄
米
な
る

「
.
制

度
を
立
し

盛」



秩
序
的
永
続
的
方
法
を
探

る
に
至
り
し
も
の
也
。

一
、
貯
蓄
米
制
度

の
確
立

我
国
古
來
常
牛
舎
・
義
倉

・肚
倉
等

の
制
度
あ
り
て
、
儲
穀
の
方
法
に
よ
り
風
食

の
需
給
を
圓
滑
に
す
る
の
制
あ

り
。
琶
幕
時
代
各
藩
に
於
て
も
亦
こ
れ
等

の
設
備
を
存

せ
し
も
、
幕
末
騒
擾
の
ご
き
に
當
り
て
は
、
官
私
共
に
儲

穀

の
如
何
を
顧
み
る
の
逗
な
く
、
維
新
新
政
府
成

る
の
後
、
米
穀

の
需
給
從
て
米
償
の
調
節
に
關
し
二
三
の
政
策

を
施
し
た
る
も
未
だ
貯
穀
策
を
探
る
に
至
ら
ざ
り
き
。
蓋
當
塒
説
を
な
す
者
あ
り
、
曰
く

「
不
慮
に
供
ふ
渦
鳳
敢

て
米
穀
に
偏
す

へ
か
ら
す
、
荷
も
國
家
萱
原
の
金
園
を
供
す
る
あ
ら
は
、
其
災
害
に
際

し
て
米
穀

の
購
入
何
.の
.難

き
こ
ε
か
之
れ
あ
ら
ん
」
ε
。
黙
れ
ε
も
當
時
膳
藩
の
後
を
受
け
て
庶
政
未
な
傭
ら
季
、

朝

不
慮

の
凶
漱
あ
る

場
合
に
當
り
、
遽

に
羅
牧
を
策
ら
は
米
償
の
卒
衡
を
害
す
る
こ
漣
甚
し
き
に
及
ふ
の
み
な
ら
す
、
國
内
達
鍮

の
途

未
允
具
ら
さ
る
を
以
て
民
食
を
補
充

す
る
こ
.ε
を
得
す
、
民
心
動
揺
し
延

て
明
治
政
府

の
基
礎
を
危

一
せ
ん
こ
と

を
慮
れ
、
民
命
を
保
護
し
、
新
政

を
確
立
す
る
か
泥
め
に
は
、
国
家

　
日
も
豫
備
貯
穀

の
こ
と
な
か
る
べ
か
ら
季へ

ε
し
、
大
賊
省
出
納
寮

に
於
て
は
東
京
大
阪
に
十
萬
石
つ
つ
長
崎

・馬
盥

・新
潟
・
石
巻

・青
森
に
三
萬
石
つ
つ
、
合

て
三
十
五
萬
石
の
儲
穀
を
な
し
、
以

て
そ

の
地
方

の
不
慮
に
供

へ
、
構
之
が
取
扱
ε
保
護

ご
を
地
方
官
に
嘱
託
し

年
々
新
穀
を
換
覆
し
蕾
穀
を
改
年
の
纒
費
に
配
り
て
腐
朽

の
慰
籍

な
か
ら
し
め
、
以
て

一
面
脛
費
に
充

つ
る
埴
共

に
他
面
救
荒
の
用
に
供

せ
ん
と
の
方
策
を
大
蔵
省

に
建
議
す
る
所
あ
り
き
。
當
時

こ
の
貯
穀
策
に
劃
し
て
は

論

説

明
治
の
米
側
調
節
(三
)

第
九
巻

(第
五
號

七
五
∀

六
八
九
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論

説

明
治
の
米
領
調
節
(三
V

{第
九
巻

(第
五
號

七
六
　

六
九
Q

一
、
「
米
穀
は
我
が
國
民

の
常
食
冠
す
る
庭

な
れ
ば
建
に
長
命
に
關
す

る
も

の
な
り
。
故
を
以
て
貯
穀
饒
か
な
ら
さ

れ
は
民
庶
安
堵
に
就

か
す
。
古
來
常
卒
倉

。義
倉
・肚
倉
等
種
汐
の
方
法
あ
り
て
豊
凶
の
均
卒
を
計
叢
せ
し
は
傳

へ
て
頁
政
泣
稠
す
る
庭
な
b
須
ら
く
政
府
豫
備
貯
穀
を
饒
か
に
し
て
民
命
を
保
護
す

へ
し
」

二
、
「
前
説
の
如
く
米
穀
は
民
命

の
關
す
る
露

な
れ
は
、
供
壁
㎜
の
櫻
衡
を
巫
丁
か
に
す
る
は
輕
濟
上
〕呉
に
要
領

の
事
れ

り
。
若

し
擢
羅
の
権
を
し
て
專
ら
蘭
質

の
所
爲
に
任
せ
ば
聚
散
共
営
を
失
し
、
嬬
め
に
全
国

の
米
領
を
掩
接

し

徒

に
大
商
に
附
益
し
て
細
民
に
及
難
ず

る
の
弊
を
生

せ
ん
。
故
に
官
府
に
於
て
或
は
解
し
或
は
擁
し
て
之
か
椹

衡
を
執

ら
さ
れ
は
交
易
上
不
思
議

の
失
均
を
生
す

へ
し
」

と
の
賛
成
論
あ
り
、
叉
反
封
論
こ
し
て
は

三
、
「
物
貰
交
易
の
本
旨
な
み
や
元
よ

り
彼
是

の
有
無
を
交
通
す
る
に
在
り
、
既
に
海
外
各
国
に
交
易

の
道
を
開
く
、

我

凶
な
れ
は
之
を
彼

の
豊
に
呼
ひ
、
我
豊
な
れ

は
之
を
彼

の
凶
に
投
ず
。
.何
ぞ
鎖
國
主
義
を
以
て
迂
遠

な
る
貯

蓄
常
卒
法
を
用

ふ
る
こ
ご
を
せ
ん
。
挽
物
儂
の
最
低
は
供
常
自
然

の
勢
に
因
て
走
る
は
帥
ち
交
易

の
原
理
た
り

然

る
を
政
府
其
中
に
在

て
羅
羅
以
て
権
衡
を
計
ら
ん
ε
す
る
か
如

き
は
、
蓋
し
政
策
に
出
る
も
の
に
し
て
政
理

に
於
て
探
ら
さ
る
庭

な
れ
は
、
宜

し
く
供
需

の
自
然
に
任
し
魁

へ
し
」

ε
の
説
あ
り
。
賛
否
両
説

ご
も
未
だ
必
ず
し
も
間
然
す
る
所
な
き
の
説
に
は
非
す
、
共

に

一
方

に
俯

せ
る
の
論
批

る
を
見
れ
肇
。
當
時
省
議
別
に
見
る
庭
あ
り
、
叉
各
藩
よ
り
敢
納
し
た
る
沢
百
十
敷
葛
石
を
海
外

へ
輸
出
す
る
の

'



「

際

な
り
し
を
以
て
、
右

の
建
議
は
、
直
ち
に
容
れ
ら
る
、
に
は
至
ら
ざ
り
き
。

超
え
て
明
治
七
年
に
至
り
、
佐
賀
墓
湾

の
事
塑
あ
り
、
常
時
信
儲
鉄
乏
し
民
心
惰
覆

す
。
こ

・
に
於
て
内
命
を

諸
縣
に
下
し
各
地
に
於
て
密
か
に
米
穀
を
買
敬
し
貯
賊

し
た
る
こ
ご
は
既

に
述

へ
な
る
所

の
如
し
。
此
塒
に
當
り

内
務
省
叉
議
し
て
曰
く

「
廃
藩
畳
縣
の
際
よ
り
已
来
、
官
儲
を
廃
し
民
蓄
を
罷
む
。
若
し

「
旦
非
常

の
攣
、
不
慮

の
災

に
遭
ふ
あ
ら
は
、
何
を
以
て
其
不
足
を
補
充

せ
ん
.
現
今
佐
賀

の
攣

、
.墓
澱
の
役
、
米
領
騰
昂
し
、
小
氏
疾

苦
ザ
。
今
に
這
ん
で
米
穀
を
貯
蓄
せ
す
ん
は
政
府
保
護

の
責
任

に
負

か
ん
」
ご
。
こ
の
建
議
は
さ
き
の
出
納
寮

の

建
議

と
符
節
を
合
す
乃
か
如

し
。
大
賊
省
は
こ
の
建
議

を
容
れ
だ
る
も
依
違
痩
し
て
未
な
決
せ
す
。
八
年
八
月
に

至
り
て
始
め
て
貯
蓄
米
條
例
《
存
し
、
藪
に
貯
穀

の
基
礎
始
め
て
定
ま
る
に
至
れ
り
。

財
普
囲米
條
例
は
全
文
七
ケ
條
よ
り
成

る
。
貯
董
田米
は
貢
納
…水
域
は
買
入
米
を
以
て
}牛
幣
束
山尽
に
十
萬
石
、
大
阪

に
五
萬
石
を
貯
蓄
す
る
も
の
に
し
て
(鱗

「
蘇
)
毎
歳
秋
成

の
豊
款
を
見
認
る
ま
て
全
高
を
供
遣
し
漸
次
新
穀

ご
謡

換
ふ
る
も
の
ε
す
(鋼
二
範

尤
、
各
地
の
無
謬

よ
り
意
見
を
真
白
し
、
指
令
後

ち
て
臨
時
前
記
何
地
以
外
に

鼻

繋

な
す
薯

を
畳

鰯
三
節
)而
し
て
難

鐘

費
に
充
常
事

も
、
域
は
費
却
に
付
す
る
も
交

は
海
外

鹸
…出
に
供
す
る
も
者
臨
機
の
便
宜
に
從
は
し
め
、
新
穀
は
貢
納
米
の
み
な
ら
す
買
入
米
を
以
て
そ
の
所
要
額
を
流

す

へ
き
も
の
&
す
(鋼

二
節
)
而
し
て
米

の
買
入
れ
・運
搬
・
貰
却
・
海
外
輸
出
・精
白
等
す

へ
て
上
申
に
よ
り
叉
は
摺

令

を
俟
ち
て
之
を
行
は
し
め
(臨
郷
課
働
)
毎
年
奉
戴

は
毎

一
年
に
比
較
増
減
損
益

の
差
引
計
算
を
上
申
せ
し
む
る
も

の
な
り
(塑

讐

。
.

・

論

説

明
治
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米
領
調
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}

第
九
巻
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五
號

七
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∀

六
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